
介護保険サービス提供中の事故発生に係る取扱要領新旧対照表 

新 旧 

 

介護保険サービス提供中の事故発生に係る取扱要領 

 

１ 事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービス 

  略 

 

２ 報告の範囲 

事業者等は、次の①～③の場合、市町村に報告するものとする。 

 ① 略 

 （注１） 略 

 （注２） ケガとは、医師（施設の勤務医、配置医を含む。）の診断を受け投

薬、処置等何らかの治療が必要となった場合とする。 

（注３） 略 

（注４） 略 

 ② 略 

 ③ 略 

 

３ 報告の手順 

 ① 事故後、事業者等は、原則、速やかに電子メール等の電磁的方法により

報告することとする。（第一報） 

(注１)「速やかに」の期限については、最大限の努力をして可能な範囲とす

る。（例えば、午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、終

業時間が過ぎた場合には、翌朝早くに報告を行う等、社会通念に照ら

して、最大限の努力をすることが必要）遅くとも、事故発生後５日以

内を目安に提出すること。 

(注２) 電子メール等  に使う書式は、４に定められた書式とする。（①②

③の順に、同じ様式を使って、徐々に必要な箇所が埋まっていく形が

望ましい。市町村では、それらを積み重ねて処理し、状況を把握する 

ことが可能となる。） 

(注３) 電子メール等 の使用にあたっては、個人情報の保護に十分配慮す

ること。 

② 事故処理の経過についても、電子メール等 で適宜報告することと

する。 

    ③ 略 

 

介護保険サービス提供中の事故発生に係る取扱要領 

 

１ 事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービス 

  略 

 

２ 報告の範囲 

事業者等は、次の①～③の場合、市町村に報告するものとする。 

 ① 略 

 （注１） 略 

 （注２） ケガとは、原則として、内外部の医療機関で受診を要した場合と 

する。                     

 （注３） 略 

（注４） 略 

 ② 略 

 ③ 略 

 

３ 報告の手順 

 ① 事故後、事業者等は、速やかにメール、ＦＡＸ等で報告することとする。 

行う者とすること。（第一報） 

   (注１)「速やかに」の期限については、最大限の努力をして可能な範囲とす

る。（例えば、午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、終

業時間が過ぎた場合には、翌朝早くに報告を行う等、社会通念に照ら

して、最大限の努力をすることが必要）遅くとも、事故発生後５日以

内を目安に提出すること。 

   (注２) メール、ＦＡＸ等に使う書式は、４に定められた書式とする。（①②

③の順に、同じ様式を使って、徐々に必要な箇所が埋まっていく形が

望ましい。市町村では、それらを積み重ねて処理し、状況を把握する

ことが可能となる。） 

(注３) メール、ＦＡＸの使用にあたっては、個人情報の保護に十分配慮す

ること。 

② 事故処理の経過についても、メール、ＦＡＸ等で適宜報告することと

する。 

   ③ 略 



４ 報告の書式 

  略 

 

５ 報告先 

    略 

 

６ 報告を受けた市町村の対応 

    略 

   ① 略 

② 略 

   ③ 略 

 

７ 連絡・報告を受けた県の対応 

   略 

 

  附 則 

    この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

    この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

  この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

  

附 則 

  この要領は、平成３０年６月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要領は、令和６年１１月２９日から施行する。 

 

 

 

 

 

４ 報告の書式 

  略 

 

５ 報告先 

    略 

 

６ 報告を受けた市町村の対応 

    略 

   ① 略 

② 略 

   ③ 略 

 

７ 連絡・報告を受けた県の対応 

   略 

 

  附 則 

    この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

    この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

  この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

  

附 則 

  この要領は、平成３０年６月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要領は、令和６年１１月２９日から施行する。 

 

 

 

 

 



（様式１の１） 略 

 

（様式２の１） 略 

 

（様式１の２） 

 

 

 

 

（様式１の１） 略 

 

（様式２の１） 略 

 

（様式１の２） 

 
 

 



 

 


